愛知県における「建築関係法令の最近の動向に関する講習会」での質疑とその回答

（質問）長期優良住宅関係
	資料―１－２　ｐ４に計画に沿った建築及び維持管理が行われていない場合は認定そのものを取り消しすることができるとありますが、法律用語で取り消しは行為の時にさかのぼってなかったことにするという意味からいくと税などの優遇分を返還しなくてはならなかったり、ローン税率をいつわりで追加出金しなくてはいけなくなりますか。




（回答）

	所管行政庁は、下記（①、②）に該当する場合、計画の認定の取り消しを行うことができますが、その旨を認定計画実施者に通知した日が取り消し日になります。

取り消しの要件となる事実が発生した年と認定取り消しの年が異なるなど、特殊なケースにおける税の優遇の取り扱いにつきましては、各租税関係部局にお尋ねください。

①認定計画実施者が住宅の維持保全を適切に実施していないなどの場合、所管行政庁は相当の期間を定めてその改善に必要な措置に対する命令をすることができるが、その命令に違反したとき。
②認定計画実施者が維持保全等をとりやめる旨の報告をしたとき。









